
第五次葉山町総合計画策定方針 

 

１ 策定に向けた基本姿勢 

策定にあたっての基本姿勢として、次のことを示します。 

（1） 最新の社会動向を的確に反映し、変化に対応できる計画づくり 

少子高齢化の加速、人口減少社会の到来などの社会構造の変化を踏まえた最新の社会

動向を反映させるとともに、気候危機による自然災害の頻発、新型コロナウイルス感染

症の世界規模での拡大、ロシアによるウクライナへの侵攻、DX（デジタル・トランスフ

ォーメーション）の進展、AIの急速な普及など、予測を超える速さで社会や経済が変

動する VUCA（ブーカ）の時代が到来しており、このような不測の社会情勢の変化にも

対応できる柔軟な計画づくりを行います。 

 

（2） 目指すべき姿・価値観が明確で、だれにでも分かりやすく、使いやすい計画づくり 

目指すべき姿・価値観が明確に描かれており、町に関わる全ての人にとって分かりや

すく、使いやすい計画づくりを行います。 

 

（3） ウェルビーイング（Well-being）の向上を目指す計画づくり 

人の幸福、健康、福祉などを広範に包含するウェルビーイングという概念が近年、国

際社会や日本政府において取り入れられています。身体的・精神的・社会的に良好な状

態にある人々の幸せを示すウェルビーイングの向上を、行政・町民・事業者等、町に関

わる全ての人が共有し、目指す価値観として位置づけた計画づくりを行います。 

 

（4） 進捗管理（評価）ができる計画づくり 

政策・施策・事業が分かりやすく対応し、PDCA（Plan、Do、Check、Action）サイク

ルによる評価・改善を迅速にできる計画づくりを行います。 

 

２ 計画の構成・期間 

総合計画は、社会環境の変化の中で適切な対応、実効性の確保が求められます。 

本計画は、目指すべき姿・価値観とこれを達成するための施策を体系的に整理する必要があ

ることから、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構成を基本と考えますが、今後の審

議・議論を踏まえ、計画の構成・期間を決定します。 

 

３ 策定体制 

次に掲げる体制で計画づくりに取り組みます。 

（1）町民の参加 

① 町民ワーキンググループ 

町民と行政の共創による取組みとして、町民ワーキンググループを立ち上げ、基本

構想に繋がる目指すべき姿・価値観等について、意見交換を行います。 
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② 町民アンケート 

町民のまちづくりに対する意識やニーズを把握し、計画策定に反映させるために、

町民 1,500人に対しアンケート調査（郵送とオンライン回答の併用）を行います。 

また、町立小学校６年生及び中学３年生を対象としたアンケートも実施します。 

 

③ パブリックコメント（意見公募） 

町民から検討状況について意見等を得るために、中間段階においてパブリックコメ

ントを実施します。 

 

（2）職員の参加 

① 各課等における意見の取りまとめ 

第四次後期基本計画等の進行状況等、町民ワーキンググループからの意見及び町民

アンケートの結果等を踏まえ抽出される懸案事項について、関係する課等で協議・検

討を行います。 

 

② 各部等単位での課長級職員からの意見聴取 

上記①で検討された事項について、各部等単位で所管部長等を交え、課長級職員か

ら意見を聴取し、総合計画策定委員会に意見提案をします。 

 

③ 総合計画策定委員会 

町民や上記②で提案のあった意見を踏まえ、町長、副町長、教育長及び部長級職員

で構成される総合計画策定委員会において、各施策の横断的な調整または重要事項の

協議を行うとともに、基本構想・基本計画原案を作成します。 

 

（3）総合計画審議会 

町長の諮問に応じて、総合計画について審議し、町長に答申します。 

 

（4）町議会 

議会に設置される総合計画特別委員会に対し、計画の策定過程において、適宜報告等

を行うとともに、基本構想・基本計画について議会の議決を経ます。 

 

４ 策定スケジュール 

策定スケジュールは、次のとおりとします。 

（1）令和４年度 

① 町民アンケートの実施（令和５年１月～２月） 

② 町民ワーキンググループによる検討（令和５年３月） 

③ 総合計画審議会での審議（令和５年３月） 



 

（2）令和５年度 

基本構想・基本計画の検討 

① 総合計画策定委員会（庁内組織）の設置・審議（令和５年４月～） 

② 策定方針の決定（令和５年６月） 

③ 小中学生アンケートの実施（令和５年６月～９月） 

④ 総合計画審議会への諮問及び審議（令和５年８月～） 

⑤ 分野別個別審議会への情報提供（令和５年８月～） 

⑥ 総合計画策定委員会による審議、関係各課等の意見調整（令和５年８月～） 

⑦ 総合計画特別委員会（議会）への報告等（令和５年８月～） 

⑧ 第四次総合計画後期基本計画等の進行状況調査及び職員からの意見聴取（令和５年

７月～） 

⑨ 各部単位での課長級職員からの意見聴取（令和５年８月～） 

 

（3）令和６年度 

基本構想・基本計画・実施計画の策定 

① 総合計画審議会の答申（令和６年８月） 

② 総合計画審議会の審議（～令和７年３月） 

③ 総合計画策定委員会による審議、関係各課等の意見調整、とりまとめ（～令和７年

１月） 

④ 総合計画特別委員会（議会）への報告等（～令和７年２月） 

⑤ パブリックコメント（意見公募）（令和６年６月～７月） 

⑥ 基本構想・基本計画の議会への議案上程（第３回定例会） 


